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[１] 組織の概要 

（１）会社名    有限会社 齋藤建装 

 

（２）代表者名   代表取締役 齋藤完一 

 

（３）所在地    本社事務所 ：静岡県沼津市桃里 459-1 

 

（４）設立年月日  1991 年４月 

 

（５）資本金    300 万円 

 

（６）事業内容   一般建設業（内装仕上工事業） 

 

（７）事業規模 

項目 単位 2019 年度 2020 年度 

売上高 百万円 130 140 

従業員数 人 13 13 

≪保有設備≫  なし 

 

（８）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先 

環境管理責任者  : 大木 浩史 

連絡先 

ＴＥＬ :055-966-2839 

ＦＡＸ :055-967-7983 

E-Mail ：saitoukenso@ny.thn.ne.jp 

 

（9）許可関連 

建設業許可 

 許可 許可番号等 許可年月日 有効期限 

一般 

建設業許可 
静岡県知事 

静岡県知事許可 

第 32938 号 

令和１年 

4 月 17 日 

令和６年 

4 月 16 日 
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[２]対象範囲、対象期間、推進組織、役割分担 

（１）対象範囲 

①適用する事業所 ：本社・事務所、現場 

②適用構成員 ：当社役員、従業員 

③適用する活動 ：一般建設業 （内装仕上業） 

 

（２）レポート対象期間 

2020 年 11 月１日～2021 年 10 月 31 日 

 

 

（３）推進組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）役割分担 

最高責任者 

（社長） 

環境マネジメントを計画的に実施するための内容を確認、決定する。 

① 管理責任者をはじめ必要な責任者を任命する。 

② システムの構築・運用・維持に必要な経営諸資源を準備する。 

③ 基本理念・基本方針を制定し基本的な環境目標を設定する。 

④ システムの構築・運用に関する情報を収集し、システム全体の見直しを行い、 

必要あれば改定を指示する。 

⑤ 経営の課題とチャンスの明確化およびその対応 

環境管理責任者 

環境マネジメントシステムの推進・維持をする。 

① 経営資源の合理的・効果的な運用を図り、環境経営に関する委員会組織（推進 

委員会）を運営する。 

② 最高責任者による見直しのための情報として、システムの構築・運用に関する 

情報を最高責任者に提供する。 

部門責任者 
① 環境目標達成のための企画立案および運用 

② 運用状況の確認および是正対策 

 

トップマネジメント 

（代表取締役 齋藤 完一） 

環境管理責任者 

（大木 浩史） 

 

本社・事務所、現場 
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[３]環境方針 

 

有限会社齋藤建装 環境方針 

基本理念 

 

有限会社斎藤建装は、創業以来、皆様の温かいご支援により発展してまいりました。 

昨今ますます重要視される「環境影響の低減」について、ニーズが多様化されるなか、今まで培ってき

た内装仕上げの施工技術の向上に取り組むことでお応えしてまいります。 

私たちを育ててくれた地域社会に感謝し、効率化を目指した環境配慮型の経営に努め、自然環境に

優しい企業の在り方を率先して実現してまいります。 

 
行動指針 

 
当社は、すべての事業活動が環境に何らかの影響を与えていることを認識した上で、以下の環境保全活動

を推進します。 

 

１．事業活動の全領域で、省エネルギー･省資源･リサイクルなどに配慮した活動を実施します。 

２．環境経営システムの継続的な改善を実行し、環境汚染を未然に防止できる体制を構築します。 

３．当社における課題を明確にし、目標設定するなどして継続的に改善活動を展開していきます。 

４．環境関連法令等を遵守することはもとより、自主管理基準を設けて環境管理レベルの向上を図ります。 

５．次の項を重要事項として環境目標を設定し、見直しながら効果的な改善活動に努めます。 

（1）業務効率化を通じて燃料や電気などの使用量の削減に取組みます。 

（2）廃棄物については分別やリサイクル活動を活性化し排出量の低減を図ります。 

（3）水道、化学物質については適正管理に努めます。 

（4）従業員の安全確保に努め、定期的な教育を実施し、労働災害事故の発生を絶無とします。 

（５）工事技術の向上を以て、お客さまからのご要望を実現し、継続的に改善します。 

 

６．環境教育･訓練、社内広報活動の実施により、全ての構成員に環境方針を周知徹底すると共に 

環境保護に関する意識を高め、社内における環境保全状況の知識･認識の向上を図ります。 

７．この環境方針は、社外の人にも公開します。 

 

 

２０２０年 ９月 １日制定 

２０２１年１１月 １日改定 

有限会社齋藤建装 

代表取締役 齋藤 完一  
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[４] 中期環境目標 

中長期の環境目標は以下の通りである。 

 
№ テーマ 

中長期目標 

(2021 年 11 月 ～ 2024 年 10 月) 

原
則
と
す
る
目
標 

1 
ＣＯ２ 

排出量削減 

2021 年度は、ＣＯ２排出量を 2019 年度比 2％削減する。 

2022 年度は、ＣＯ２排出量を 2019 年度比 3％削減する。 

2023 年度は、ＣＯ２排出量を 2019 年度比 4％削減する。 

1

A 

電力 

使用量削減 

2021 年度は、電力使用量を 2019 年度比 2％削減する。 

2022 年度は、電力使用量を 2019 年度比 3％削減する。 

2023 年度は、電力使用量を 2019 年度比 4％削減する。 

1

B 

燃料油 

使用量削減 

2021 年度は、燃料油使用量を 2019 年度比 2％削減する。 

2022 年度は、燃料油排出量を 2019 年度比 3％削減する。 

2023 年度は、燃料油排出量を 2019 年度比 4％削減する。 

2 
廃棄物   

適正管理 

当社の排出する一般廃棄物は少量であることから適正管理を行う。 

また産業廃棄物を発生させない活動を継続する。 

3 
水使用量 

適正管理 
当社の水使用量は少量であることから適正管理を行う。 

4 
労働災害事故の

絶無 

対象期間中は、安全訓練などを定期的に実施し、労働災害事故の絶無

を維持する。 

５ クレームの絶無 
対象期間中は、お客様からの要望の分析、対策を実施し、クレームの

絶無を維持する。 

※当社は化学物質を使用しないため目標設定しない。また産業廃棄物の排出はない。 
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[５] 今年度の環境活動計画および取組状況の評価 

 

環境活動計画 
推進 

担当者 

実

施

者 

2020 

年度 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

3 

月 

４ 

月 

５ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

次年度 

の取組 

① 電気使用量の削減 

・節電意識の醸成 大木 

全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・各種作業の効率化 大木 
全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

継続 
実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

② ガソリン・軽油使用量の削減 

・エコドライブの推進 大木 
全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・車両メンテナンスの徹底 大木 
全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

③ 廃棄物排出の適正管理 

・ゴミの持ち込み禁止 大木 
全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・産業廃棄物の発生防止 大木 
全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

④ 水使用量の適正管理 

・異常値の監視 大木 

全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑤ 労働災害事故の絶無維持 

・安全教育の定期実施 大木 

全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・資格の取得、維持管理の徹底 大木 

全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑥ 要望・クレームへの対応 

・顧客要望の分析および対策 大木 
全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・定期的ミーティングの開催 大木 
全

社

員 

計画 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

継続 

実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

計画欄：● ⇒実施する 

実績欄：○ ⇒出来ている   ×⇒悪化している 
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[６] 環境目標の達成状況および評価（実績） 

比較表 
基準値 

（2019 年度） 
目標値 

（同期比▲１％） 

実績 

2020 年度 

達成 

状況 

二酸化炭素排出量 （kg-CO2） 59,336 58,742 59,034 × 

電気使用量 （Kwh） 3,722 3,684 3,629 ◎ 

ガソリン使用量 （L） 2,822 2,793 2,692 ◎ 

軽油使用量 （L） 18,295 18,112 19,821 × 

一般廃棄物排出量 （㎏） 114 適正管理 114 ◎ 

総排水量 （m3） 121 適正管理 118 ◎ 

クレーム件数 （件数） ０ ０ ０ ◎ 

※購入電力の排出係数は０.４５５を使用 

※化学物質の使用はない 

 

【総評】 

（二酸化炭素排出量） 

   エコアクションの活動を開始し、省資源化に対し従業員の意識が向上したが、軽油使用量の増加 

に伴い、排出量は増加となった。 

 

（燃料使用量） 

   ガソリンは前年比減少となったが、軽油使用量は遠方現場が多くなったことで増加となった。 

ただし、使用量抑制への取組は適正であるため最低限使用に留まっている。 

引き続きエコドライブ・車載物の適正化などの活動を展開していく方針。 

  

（廃棄物） 

  当社は産業廃棄物の排出がない。現場内での分別を徹底することを継続して取り組む。 

一般廃棄物は基本的に会社に持ち込まないことを徹底することで、排出量を削減する。 

 

（水の使用） 

  水の使用については適正管理を実施し、問題なく運用ができた。 

 

（クレームの発生） 

当社の利害関係者からの苦情やクレームは発生していない。 

 

  （次年度の目標） 

エコアクション 21 について社内へ浸透しており、運用できている。 

更なる業務品質の向上を目指し、同様の活動を行っていく。 
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［７］環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

(１)環境関連法規制の遵守・訴訟等の有無 

環境関連法規制の遵守状況を確認した結果、違反は無かった。 

関係機関等からの指摘や苦情くわえて訴訟等も同様に無かった。 

 

 (２)当社が適用される主な環境関連法規制等 

確認日：２０２１年 11 月 1 日 

確認者：環境管理責任者     

名称 当社の現状 要求事項 評価結果 

廃棄物処理法 

当社の排出する廃棄物 

適正処理の責任 

リサイクルへの取組み 

分別廃棄の徹底 

指定ゴミ袋購入の使用 

現場内の産業廃棄物の分別 

産業廃棄物発生の場合は処理業者との契約を締結する 

○ 

騒音規制法 

当社の施工する対象工事 
必要な場合は特定作業の届出 

騒音発生の制限 
○ 

振動規制法 

当社の施工する対象工事 
必要な場合は特定作業の届出 

振動発生の制限 
○ 

建設業法 

当社の業務全般 

建設業許可の取得 

専任技術者、監理技術者の設置など 

建設業許可の更新（５年間） 

○ 

道路交通法 

当社の業務全般 
安全運転の順守 

元請け工事の要望に従う 
○ 

 

 

［８］環境上の緊急事態への準備及び対応 

当社の緊急事態は労働災害事故を特定した。 

毎年 9 月に対応訓練および、現場での日常教育訓練を正確に実施することで有事に対しての予防を図

る。 
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［９］代表者による全体評価と見直し・指示 

 

(１) ヒアリングチェック・法令順守 

エコアクション２１の構築・運用状況は、おおむね良好であり対象となる環境法令も 

順守されている。なお、当社では内部監査は実施していない。 

(２) 苦情を含む利害関係者からの重要な情報 

苦情を含む利害関係者からの重要な情報はない。 

(３) 組織の環境パフォーマンス 

環境への取組み状況は、パトロールチェック結果より良好と判断。 

(４) 環境目標の達成 

環境目標は軽油使用量のが増加となったが、遠方現場の増加によるものであり、引き続きエコ 

ドライブ等の活動を展開し、適正使用を実践していく。 

(５) 問題点の是正処置および予防処置の状況 

予防・是正が必要な処置は特に発生していないが、コミュニケーションを密にし、継続的に 

改善活動を実施していく。 

(６) 前回までの見直しの結果に対するフォローアップ 

フォローアップする事項はない。 

(７) 環境関連法規等を含む周囲の状況の変化 

法律の改正や周囲の状況変化はない。 

(８) 改善のための提案・その他 

環境目標の達成は、コストダウンや業務レベルの向上につながるため、意識を高く保ち、 

より一層の取り組み強化を行うこと。 

 

 

 評価日：２０２１年１１月１日 

有限会社 齋藤建装 

代表取締役 齋藤 完一 

   

 

 

 

【見直し事項の有無】 

項目 有無 コメント 

１．エコアクション２１文書類 無 次年度は規格や文書の更なる理解に取り組む。 

２．環境目標・計画 無 基準年度の変更を行い活動を継続して実施する。 

３．環境活動計画 無 次年度以降も試行錯誤を図り効果的な施策を実施する 

４．組織体制 無 現段階では見直しをする必要はない。 

５．環境経営システム 無 各項目ともに良好に機能している。 

６．その他 無 特になし。 

 


